
１．2019年10月発生事故及び処理保留事故査定

[該当月賠償金決定] 歳 号車 ◎ 印→組合員
1 2019/10/02 38801 47 磯　子 109 55,616 円 ⇒ 8,342 円 自過失
2 2019/10/04 36268 49 磯　子 127 29,590 円 ⇒ 4,439 円 自過失 ◎
3 2019/10/11 37724 53 港南台 209 29,590 円 ⇒ 4,439 円 自過失
4 2019/10/08 38528 57 港南台 239 34,430 円 ⇒ 5,165 円 自過失
5 2019/10/17 29216 65 磯　子 125 34,430 円 ⇒ 5,165 円 自過失 ◎
6 2019/10/25 36127 73 磯　子 131 2,640 円 ⇒ 396 円 自過失 ◎
7 2019/10/26 37960 42 磯　子 101 5,390 円 ⇒ 809 円 自過失 ◎
8 2019/10/26 38712 59 磯　子 104 35,860 円 ⇒ 5,379 円 自過失 ◎
9 2019/10/26 34252 72 港南台 205 損害未確定円 ⇒ 円 双方

10 2019/10/29 38273 61 磯　子 135 25,597 円 ⇒ 3,840 円 自過失 ◎
11 2019/10/31 38296 66 磯　子 140 損害未確定円 ⇒ 円 加害 ◎

[繰越分賠償金決定] 歳 号車 ◎ 印→組合員
なし

上記の通り、2019年10月の事故賠償金査定により各金額が確定しました。

●< >内賠償額は双方損金合計の15%です。
●賠償金は金額確定後、基本的に翌10日(12月10日)の給与から控除されます。
但し、賠償金額が高額な場合は給与総支給額の約9%相当の金額が控除されます。
●当組合員の賠償金額が概ね13,000円を超えた場合は分割支払の交渉をします。

詳細については執行委員へご確認下さい。

※事故賠償金減免適用基準について
１） 事故賠償金３万円の支払い期間中に無事故だった場合
２） 当該事故発生日より１年以上経過している場合

[事故賠償金減免対象者] 歳 号車 減免額
なし

[事故賠償金減免]　※当組合員◎のみ、既に３万円支払済み
なし

２．2019年12月期賞与違反査定

[違反査定額決定] 査定額 ◎ 印→組合員
1 2019/08/14 36854 磯　子 5,000 円 センター南駅喫煙指導 ◎
2 2019/10/17 22770 磯　子 厳重注意 回送表示忘れ乗車拒否◎
3 2019/10/17 30627 磯　子 3,000 円 無線迎車中喫煙 ◎
4 2019/10/26 38882 磯　子 懲罰対象 速度超過苦情その他
5 2019/07/04 34252 港南台 厳重注意 メーター入れ忘れ
6 2019/07/18 36400 港南台 厳重注意 事故報告未報告
7 2019/08/06 36400 港南台 5,000 円 事故報告遅延
8 2019/08/09 25112 港南台 7,000 円 立小便
9 2019/08/20 38942 港南台 5,000 円 空車走行時電話使用

10 2019/09/10 34849 港南台 厳重注意 事故報告遅延

金港労組より■お知らせ■(2019/11/30)

損害額合計 賠償金(15%)

2019年11月30日（土）10時00分より磯子本社会議室にて、定例の労使協議会が行われ以下案件が協議されま
したので報告いたします。

損害額合計 賠償金(15%)

損害額合計 賠償金(15%)

自過失事故が目立っておりますので運転操作には十分注意して下さい。



11 2019/09/17 34849 港南台 厳重注意 メーター入れ忘れ
12 2019/10/08 38741 港南台 5,000 円 事故報告未報告 ◎

上記の通り、2019年12月期賞与査定の各金額が確定しました。

●査定額は12月10日の賞与から控除されます。

３．労協の報告
１） 11月27日の臨時労協で川崎タクシーへの株式譲渡譲受に関する協定を締結しました。

※詳細は掲示してある協定書を参照
２） 隔日勤務の拘束時間延長に関する協定を締結しました。
３） 年末年始の稼働に関する覚書を締結しました。

４．横浜北部地域医療機関の対応について
H30年6月25日より以下条件で第三京浜利用料金が会社負担となりました。
１）対象施設及び時間帯
　◎横浜労災病院
　　正面待機車両　午前0時30分～2時
　　センター配車　午前0時30分～6時
　◎横浜北部夜間急病センター
　　センター配車　午後11時30分～午前2時
２）清算手続き
　各自納金時に有料道路申請書にETC利用明細を添付しETC納金額から差し引いて下さい。

３）状況

５．MOV（モブ）について
登録者は出庫時に必ず乗務員番号でログインする様にお願い致します。
※配車依頼を受けて了解をしたら必ず迎車で迎えに行って下さい。（強制キャンセルはしない）

６．洗車場（2F/3F）の整備について
カーマート洗浄機は2Fに新品が導入され、3Fは今までの物を一時的に設置してあります。
なお、洗浄機は正しい利用方法で使用して下さい。

７．乗り逃げや被害事故等の救済について

領収書等、金額が分かるものを必ず保管しておいて下さい。
当組合員については、状況に応じて組合としての救済金の対応をします。

例、運賃領収書金額 3,000円であれば50%の1,500円を組合が救済します。

８．慶弔規定について
当組合の慶弔金規定は以下の通りです。
１）結婚（本　人）　30,000円　※初婚または再婚1回限り
２）死亡（本　人）　50,000円
３）死亡（配偶者）　20,000円　※同居、別居問わず
４）死亡（実　親）　10,000円　※同居、別居問わず
５）死亡（実　子）　10,000円　※同居、別居問わず（H29/06/01より施行）
６）入院傷病見舞金（本人）　10,000円　※入院を伴い7日以上休業した場合
７）還暦祝い　10,000円　満60歳に達した場合（H29/06/01より施行）

午前1時～午前5時まで労災病院正面で待機する契約になっていますが、特に午前1時～午前2時に車両が不
足する事がありますので、登録台数（B-2）及び30地区の状況を考慮し、労災病院正面への待機のご協力をお
願い致します。

洗車場のゴミの散乱が目立っておりますので自分のゴミは必ず自身で処分して下さ
い。

強盗、乗り逃げ、被害事故、MOVネット決済トラブル等で金銭的被害を受けた場合、必ず事務所に報告すると
共に執行委員支部長にもご一報下さい。



８）古希祝い　10,000円　満70歳に達した場合（H29/06/01より施行）

９．組合員の状況（11月30日現在）
組合員人数：92名（磯子支部：8 7名、港南台支部：5名）

加入者：1名
退職者：0名
異動者：0名
長欠者：3名

次回の労協は令和元年12月28日（土）10:00～ 開催予定

※今年は朝昼晩の温度差が大きいので体調管理には十分ご注意下さい。

以上
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